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○
告
　
　
　
　
　
示

大
分
県
告
示
第
二
百
七
十
三
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
宇
佐
土
地

改
良
区
理
事
長
有
瀬
義
徳
か
ら
の
県
営
土
地
改
良
事
業
施
行
申
請
を
適
当
と
決
定
し
、
同
法
第
八
十
七
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
土
地
改
良
事
業
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
当

該
土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し
を
縦
覧
に
供
す
る
。

　

な
お
、
利
害
関
係
人
で
異
議
の
あ
る
も
の
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
五
日
以
内

に
知
事
に
対
し
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

令
和
二
年
四
月
二
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞

事　
　

業　
　

名

地
区
名

縦　
　

覧　
　

期　
　

間

縦
覧
場
所

県
営
防
災
ダ
ム
事
業

（
地
震
対
策
型
）

魚
ヶ
鼻
池
地

区

令
二
・　

四
・
二
八
か
ら

令
二
・　

五
・
一
八
ま
で

宇
佐
市
役
所

豊
後
高
田
市

毎
週　

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）　

発
行
人　

大　

分　

県　
　

編
集　

三
恵
印
刷
株
式
会
社　
　

（
定
価　

一
箇
年　

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

役
所

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
二
百
七
十
四
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
国
東
市
国

東
町
北
江
三
千
七
百
二
十
一
番
地
の
伊
賀
修
ほ
か
十
七
名
か
ら
の
県
営
土
地
改
良
事
業
施
行
申
請
を
適
当
と

決
定
し
、
同
法
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
土
地
改
良
事
業
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
五
項
の

規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
当
該
土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し
を
縦
覧
に
供
す
る
。

　

な
お
、
利
害
関
係
人
で
異
議
の
あ
る
も
の
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
五
日
以
内

に
知
事
に
対
し
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

令
和
二
年
四
月
二
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞

事　
　

業　
　

名

地
区
名

縦　
　

覧　
　

期　
　

間

縦
覧
場
所

県
営
経
営
体
育
成
基
盤
整
備
事
業

（
区
画
整
理
）

北
江
地
区

令
二
・　

四
・
二
八
か
ら

令
二
・　

五
・
一
八
ま
で

国
東
市
役
所

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
二
百
七
十
五
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
五
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
保
安
林
の
指
定
を
す
る
。

　
　

令
和
二
年
四
月
二
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞

一　

保
安
林
の
所
在
場
所

　
　

国
東
市
国
見
町
向
田
字
小
迫
七
三
番
一
、
七
三
番
二
、
七
四
番
一
、
七
四
番
二
、
字
浜
ノ
上
七
七
番

　

一
、
字
北
浜
一
八
七
九
番
四
、
一
八
七
九
番
六
、
字
小
迫
外
七
三
番
一
地
先
・
七
四
番
一
地
先
・
七
七
番

　

一
地
先
・
一
八
七
九
番
四
地
先
・
一
八
七
九
番
六
地
先
（
以
上
五
筆
地
先
に
つ
い
て
、
次
の
図
に
示
す
部

　

分
に
限
る
。
）

二　

指
定
の
目
的

　
　

風
害
の
防
備

三　

指
定
施
業
要
件

　

１　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　

㈠　

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

（
告
示
）



令
和
二
年
四
月
二
十
八
日

大
分
県
報

二

　
　

㈡　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

　
　
　

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　

㈢　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

２　

立
木
の
伐
採
の
限
度

　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
大
分
県
農
林
水
産
部
森
林
保

　

全
課
及
び
大
分
県
東
部
振
興
局
並
び
に
国
東
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
二
百
七
十
六
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
保
安
林
の
指
定
を
す
る
予
定
で
あ
る
。

　
　

令
和
二
年
四
月
二
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞

一　

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

　
　

宇
佐
市
院
内
町
田
所
字
山
田
七
五
一
番
一
か
ら
七
五
一
番
二
四
ま
で

二　

指
定
の
目
的

　
　

水
源
の
涵か

ん

養

三　

指
定
施
業
要
件

　

１　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　

㈠　

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

　
　

㈡　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

　
　
　

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　

㈢　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

２　

立
木
の
伐
採
の
限
度

　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
大
分
県
農
林
水
産
部
森
林
保
全
課
及
び
大
分
県

　

北
部
振
興
局
並
び
に
宇
佐
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
二
百
七
十
七
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
保
安
林
の
指
定
を
す
る
予
定
で
あ
る
。

　
　

令
和
二
年
四
月
二
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

一　

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

　
　

杵
築
市
山
香
町
大
字
野
原
字
鹿
鳴
越
三
ノ
四
六
五
七
番
六
二

二　

指
定
の
目
的

　
　

水
源
の
涵か

ん

養

三　

指
定
施
業
要
件

　

１　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　

㈠　

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
択
伐
に
よ
る
。

　
　
　
　

字
鹿
鳴
越
三
ノ
四
六
五
七
番
六
二
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

　
　

㈡　

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

　
　

㈢　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

　
　
　

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　

㈣　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

２　

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
大
分
県
農
林
水
産

　

部
森
林
保
全
課
及
び
大
分
県
東
部
振
興
局
並
び
に
杵
築
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
二
百
七
十
八
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
農
林
水

産
大
臣
か
ら
保
安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
通
知
が
あ
っ
た
。

　
　

令
和
二
年
四
月
二
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞

一　

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

　
　

中
津
市
山
国
町
中
摩
字
高
ツ
グ
メ
五
〇
九
番
、
字
フ
ナ
ギ
五
二
七
番
、
五
二
九
番

二　

指
定
の
目
的

　
　

水
源
の
涵か

ん

養

三　

指
定
施
業
要
件

　

１　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　

㈠　

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
択
伐
に
よ
る
。

　
　
　
　

字
フ
ナ
ギ
五
二
七
番
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

　
　

㈡　

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

（
告
示
）



令
和
二
年
四
月
二
十
八
日

大
分
県
報

三

（
告
示
）

　
　

㈢　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

　
　
　

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　

㈣　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

２　

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
大
分
県
農
林
水
産

　

部
森
林
保
全
課
及
び
大
分
県
北
部
振
興
局
並
び
に
中
津
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
二
百
七
十
九
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
農
林
水

産
大
臣
か
ら
保
安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
通
知
が
あ
っ
た
。

　
　

令
和
二
年
四
月
二
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞

一　

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

　
　

中
津
市
耶
馬
溪
町
大
字
大
野
字
惣
路
ノ
上
三
三
六
八
番
一
、
三
三
七
四
番
一
、
三
三
七
四
番
二
、
三
三

　

七
五
番
二
か
ら
三
三
七
五
番
六
ま
で
、
三
三
七
五
番
一
〇
、
三
三
七
五
番
一
一
、
三
三
七
五
番
一
四
、
三

　

三
七
五
番
一
六
か
ら
三
三
七
五
番
一
八
ま
で
、
三
三
七
五
番
二
一
、
三
三
七
五
番
二
二
、
三
三
七
五
番
二

　

九
、
三
三
七
八
番
一
か
ら
三
三
七
八
番
三
ま
で
、
字
柚
木
迫
三
四
〇
八
番
、
三
四
一
一
番
、
三
四
一
三

　

番
、
三
四
一
六
番
か
ら
三
四
一
八
番
ま
で
、
字
尾
末
三
四
二
〇
番
一
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限

　

る
。
）
、
三
四
二
三
番
、
三
四
二
四
番
、
字
桑
木
塚
三
四
二
七
番
か
ら
三
四
二
九
番
ま
で
、
三
四
三
〇
番

　

一
、
三
四
三
〇
番
二
、
三
四
三
一
番
一
か
ら
三
四
三
一
番
三
ま
で
、
三
四
三
四
番
、
三
四
三
五
番
一
か
ら

　

三
四
三
五
番
三
ま
で
、
三
四
三
七
番
一
、
三
四
三
七
番
二
、
三
四
三
九
番
一
、
三
四
三
九
番
二
、
三
四
四

　

〇
番
一
、
三
四
四
〇
番
二
、
字
休
石
三
四
六
四
番
、
三
四
六
五
番
一
、
三
四
六
五
番
二
、
三
四
六
六
番

　

一
、
三
四
六
六
番
二
、
三
四
六
七
番
一
か
ら
三
四
六
七
番
三
ま
で
、
三
四
六
八
番
、
三
四
六
九
番
二
、
三

　

四
七
〇
番
、
三
四
七
三
番
一
、
三
四
七
三
番
二
、
三
四
七
四
番
一
、
三
四
七
四
番
二
、
三
四
七
六
番
、
三

　

四
七
七
番
、
字
焼
尾
三
四
八
二
番
一
、
三
四
八
二
番
二
、
三
四
八
七
番
、
三
四
八
九
番
一
（
次
の
図
に
示

　

す
部
分
に
限
る
。
）
、
三
四
八
九
番
二
、
三
四
九
一
番
、
三
四
九
二
番

二　

指
定
の
目
的

　
　

水
源
の
涵か

ん

養

三　

指
定
施
業
要
件

　

１　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　

㈠　

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

　
　

㈡　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

　
　
　

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　

㈢　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

２　

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
大
分
県
農
林
水
産

　

部
森
林
保
全
課
及
び
大
分
県
北
部
振
興
局
並
び
に
中
津
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
二
百
八
十
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
農
林
水

産
大
臣
か
ら
保
安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
通
知
が
あ
っ
た
。

　
　

令
和
二
年
四
月
二
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞

一　

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

　
　

佐
伯
市
蒲
江
大
字
竹
野
浦
河
内
字
元
猿
一
八
二
〇
番
一
・
一
八
二
〇
番
五
（
以
上
二
筆
に
つ
い
て
次
の

　

図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

二　

指
定
の
目
的

　
　

土
砂
の
流
出
の
防
備

三　

指
定
施
業
要
件

　

１　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　

㈠　

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
択
伐
に
よ
る
。

　
　
　
　

字
元
猿
一
八
二
〇
番
一
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

　
　

㈡　

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

　
　

㈢　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

　
　
　

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　

㈣　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

２　

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
大
分
県
農
林
水
産

　

部
森
林
保
全
課
及
び
大
分
県
南
部
振
興
局
並
び
に
佐
伯
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
二
百
八
十
一
号



令
和
二
年
四
月
二
十
八
日

大
分
県
報

四

（
告
示
）

　

大
分
県
林
地
開
発
許
可
審
査
要
領
（
平
成
二
十
七
年
大
分
県
告
示
第
六
百
九
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

　
　

令
和
二
年
四
月
二
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞

　

第
三
条
第
二
項
中
第
二
号
を
第
三
号
と
し
、
第
一
号
を
第
二
号
と
し
、
同
号
の
前
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　

一　

開
発
行
為
の
許
可
申
請
前
に
住
民
説
明
会
の
実
施
等
地
域
住
民
の
理
解
を
得
る
た
め
の
取
組
が
実
施

　
　

さ
れ
て
い
る
こ
と　

住
民
説
明
会
に
お
い
て
は
、
開
発
中
及
び
開
発
後
の
事
業
期
間
中
に
発
生
す
る
可

　
　

能
性
の
あ
る
問
題
へ
の
対
応
に
つ
い
て
、
地
域
住
民
と
の
十
分
な
話
合
い
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

　

第
五
条
中
第
八
号
を
第
九
号
と
し
、
第
七
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
、
同
号
を
同
条
第
八
号
と
す
る
。

　
　

ホ　

開
発
行
為
の
目
的
が
太
陽
光
発
電
施
設
の
設
置
の
場
合
に
お
け
る
排
水
施
設
の
構
造
に
つ
い
て

　
　
　

は
、
イ
か
ら
ニ
ま
で
の
ほ
か
、
次
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

　
　
　

⑴　

表
面
流
を
安
全
に
下
流
へ
流
下
さ
せ
る
た
め
の
排
水
施
設
の
設
置
等
の
対
策
が
適
切
に
講
じ
ら

　
　
　
　

れ
て
い
る
こ
と
。

　
　
　

⑵　

表
面
侵
食
に
対
し
て
は
、
地
表
を
流
下
す
る
表
面
流
を
分
散
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
柵
工
、
筋

　
　
　
　

工
等
の
措
置
及
び
地
表
を
保
護
す
る
た
め
に
必
要
な
伏
工
等
に
よ
る
植
生
の
導
入
や
物
理
的
な
被

　
　
　
　

覆
の
措
置
が
適
切
に
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

　

第
五
条
第
六
号
イ
⑵
ａ
の
表
に
注
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
、
同
号
を
同
条
第
七
号
と
す
る
。

　
　

注　

開
発
行
為
の
目
的
が
太
陽
光
発
電
施
設
の
設
置
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
地
表
が
太
陽
光
パ
ネ
ル
等

　
　
　

の
不
浸
透
性
の
材
料
で
覆
わ
れ
る
箇
所
に
つ
い
て
は
、
上
表
に
よ
ら
ず
、
流
出
係
数
を
原
則
一
・
〇

　
　
　

と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
箇
所
の
割
合
が
小
さ
い
場
合
に
は
、
そ
の
割
合
に
応
じ
て
〇
・
九
～
一
・

　
　
　

〇
の
範
囲
内
で
定
め
る
も
の
と
す
る
。

　

第
五
条
中
第
五
号
を
第
六
号
と
し
、
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
条
第
一
号
ハ

中
⑶
を
⑷
と
し
、
⑵
を
⑶
と
し
、
⑴
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　
　

⑵　

一
層
の
仕
上
が
り
厚
は
、
三
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
下
と
し
、
そ
の
層
ご
と
に
締
め
固
め
が
行

　
　
　
　

わ
れ
る
と
と
も
に
、
必
要
に
応
じ
て
雨
水
そ
の
他
の
地
表
水
又
は
地
下
水
を
排
除
す
る
た
め
の
排

　
　
　
　

水
施
設
の
設
置
等
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

　

第
五
条
第
一
号
を
同
条
第
二
号
と
し
、
同
号
の
前
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　

一　

規
則
第
四
条
第
二
号
イ
に
規
定
す
る
「
開
発
行
為
が
原
則
と
し
て
現
地
形
に
そ
つ
て
行
わ
れ
る
こ
と

　
　

及
び
開
発
行
為
に
よ
る
土
砂
の
移
動
量
が
必
要
最
小
限
度
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
こ
と
」
と
は
、

　
　

太
陽
光
発
電
施
設
の
設
置
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

　
　

イ　

太
陽
光
発
電
施
設
を
自
然
斜
面
に
設
置
す
る
区
域
の
平
均
傾
斜
度
が
三
〇
度
以
上
で
あ
る
場
合

　
　
　

は
、
可
能
な
限
り
森
林
土
壌
を
残
し
た
上
で
、
擁
壁
又
は
排
水
施
設
等
の
防
災
施
設
を
確
実
に
設
置

　
　
　

す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
太
陽
光
発
電
施
設
を
設
置
す
る
自
然
斜
面
の
森
林
土
壌
に
、
崩
壊
の
危
険
性

　
　
　

の
高
い
不
安
定
な
層
が
あ
る
場
合
は
、
そ
の
層
を
排
除
し
た
上
で
、
防
災
施
設
を
確
実
に
設
置
す
る

　
　
　

こ
と
。

　
　

ロ　

太
陽
光
発
電
施
設
を
自
然
斜
面
に
設
置
す
る
区
域
の
平
均
傾
斜
度
が
三
〇
度
未
満
で
あ
る
場
合
に

　
　
　

お
い
て
も
、
必
要
に
応
じ
て
適
切
な
防
災
施
設
を
設
置
す
る
こ
と
。

　

第
八
条
第
一
項
の
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

太
陽
光
発
電
施
設
の

設
置

森
林
率
は
お
お
む
ね
二
五

パ
ー
セ
ン
ト
（
残
置
森
林

率
は
お
お
む
ね
一
五
パ
ー

セ
ン
ト
）
以
上
と
す
る
。

一　

原
則
と
し
て
周
辺
部
に
残
置
森
林
を
配
置
し
、

　

事
業
区
域
内
の
開
発
行
為
に
係
る
森
林
の
面
積

　

が
二
〇
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上
の
場
合
は
、
原
則
と

　

し
て
周
辺
部
に
お
お
む
ね
幅
三
〇
メ
ー
ト
ル
以

　

上
の
残
置
森
林
又
は
造
成
森
林
（
お
お
む
ね
三

　

〇
メ
ー
ト
ル
以
上
の
幅
の
う
ち
一
部
又
は
全
部

　

は
残
置
森
林
）
を
配
置
す
る
。
ま
た
、
り
ょ
う

　

線
の
一
体
性
を
維
持
す
る
た
め
、
尾
根
部
に
つ

　

い
て
は
、
原
則
と
し
て
残
置
森
林
を
配
置
す
る
。

二　

開
発
行
為
に
係
る
一
箇
所
当
た
り
の
面
積
は

　

お
お
む
ね
二
〇
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
下
と
し
、
事
業

　

区
域
内
に
こ
れ
を
複
数
造
成
す
る
場
合
は
、
そ

　

の
間
に
幅
お
お
む
ね
三
〇
メ
ー
ト
ル
以
上
の
残

　

置
森
林
又
は
造
成
森
林
を
配
置
す
る
。

　

第
八
条
第
一
項
の
表
の
注
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　

三　

太
陽
光
発
電
施
設
の
設
置
の
場
合
に
お
い
て
は
、
開
発
行
為
の
許
可
後
に
採
光
を
確
保
す
る
こ
と
等

　
　

を
目
的
と
し
て
残
置
森
林
又
は
造
成
森
林
を
過
度
に
伐
採
す
る
こ
と
が
な
い
よ
う
、
あ
ら
か
じ
め
、
樹

　
　

高
や
造
成
後
の
樹
木
の
成
長
を
考
慮
し
た
残
置
森
林
又
は
造
成
森
林
及
び
太
陽
光
パ
ネ
ル
を
配
置
す
る

　
　

も
の
と
す
る
。

　

第
八
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３　

開
発
行
為
の
目
的
が
太
陽
光
発
電
施
設
の
設
置
の
場
合
に
お
い
て
、
規
則
第
四
条
第
五
号
ハ
に
規
定
す

　

る
措
置
を
講
じ
た
上
で
更
に
景
観
の
維
持
の
た
め
十
分
な
配
慮
が
求
め
ら
れ
る
と
き
は
、
太
陽
光
パ
ネ
ル

　

や
フ
レ
ー
ム
等
に
つ
い
て
地
域
の
景
観
に
な
じ
む
色
彩
等
に
す
る
よ
う
配
慮
す
る
も
の
と
す
る
。

　
　
　

附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
告
示
は
、
公
示
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２　

こ
の
告
示
の
施
行
前
に
さ
れ
た
開
発
行
為
の
許
可
申
請
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。



令
和
二
年
四
月
二
十
八
日

大
分
県
報

五

（
告
示
）

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
二
百
八
十
二
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
都
市

計
画
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
。

　
　

令
和
二
年
四
月
二
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞

一　

施
行
者
の
名
称

　
　

大
分
市

二　

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

　
　

大
分
都
市
計
画
下
水
道
事
業

　
　

大
分
市
公
共
下
水
道

三　

事
業
施
行
期
間

　
　

変
更
前　

昭
和
四
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

　
　

変
更
後　

昭
和
四
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四　

事
業
地

　

１　

収
用
の
部
分

　
　

（
稙
田
処
理
区
）

　
　
　

変
更
な
し

　
　

（
中
央
処
理
区
）

　
　
　

昭
和
四
十
七
年
大
分
県
告
示
第
六
百
九
十
三
号
、
昭
和
四
十
八
年
大
分
県
告
示
第
百
十
二
号
、
昭
和

　
　

五
十
一
年
大
分
県
告
示
第
九
百
六
十
八
号
、
平
成
元
年
大
分
県
告
示
第
千
二
百
八
十
三
号
、
平
成
三
年

　
　

大
分
県
告
示
第
千
十
八
号
、
平
成
七
年
大
分
県
告
示
第
二
百
五
十
四
号
、
平
成
十
一
年
大
分
県
告
示
第

　
　

五
百
九
十
六
号
、
平
成
十
六
年
大
分
県
告
示
第
百
九
十
九
号
、
平
成
十
八
年
大
分
県
告
示
第
六
百
五

　
　

号
、
平
成
十
九
年
大
分
県
告
示
第
五
百
四
号
、
平
成
二
十
四
年
大
分
県
告
示
第
七
百
七
十
一
号
、
平
成

　
　

二
十
七
年
大
分
県
告
示
第
四
百
二
十
三
号
、
平
成
三
十
年
大
分
県
告
示
第
六
百
号
及
び
平
成
三
十
一
年

　
　

大
分
県
告
示
第
二
百
四
十
九
号
の
事
業
地
に
賀
来
南
一
丁
目
の
全
部
、
賀
来
南
二
丁
目
の
全
部
、
賀
来

　
　

北
一
丁
目
の
全
部
、
賀
来
北
二
丁
目
の
全
部
、
賀
来
北
三
丁
目
の
全
部
、
大
字
賀
来
字
中
河
原
及
び
字

　
　

新
川
の
全
部
並
び
に
大
字
荏
隈
字
中
州
及
び
字
車
木
の
全
部
並
び
に
賀
来
南
三
丁
目
の
一
部
、
賀
来
西

　
　

一
丁
目
の
一
部
、
大
字
賀
来
字
下
片
面
の
一
部
並
び
に
大
字
荏
隈
字
深
河
内
、
字
小
柳
、
字
熊
群
及
び

　
　

字
杉
下
の
一
部
を
追
加
す
る
。

　
　

（
東
部
処
理
区
）

　
　
　

変
更
な
し

　
　

（
大
在
処
理
区
）

　
　
　

変
更
な
し

　
　

（
南
部
処
理
区
）

　
　
　

変
更
な
し

　

２　

使
用
の
部
分

　
　

（
稙
田
処
理
区
）

　
　
　

変
更
な
し

　
　

（
中
央
処
理
区
）

　
　
　

変
更
な
し

　
　

（
東
部
処
理
区
）

　
　
　

変
更
な
し

　
　

（
大
在
処
理
区
）

　
　
　

変
更
な
し

　
　

（
南
部
処
理
区
）

　
　
　

変
更
な
し

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
二
百
八
十
三
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
道
路
の

区
域
を
変
更
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
二
年
四
月
二
十
八
日
か
ら
二
週
間
大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
保
全
課
に
備
え
置

い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
二
年
四
月
二
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

道
路
の
種
類

及
び
路
線
名

区　
　

間

区
域
変
更

前

後

別

敷
地
の
幅
員

延　
　

長

一
般
国
道
二

一
三
号

中
津
市
大
字
植
野
字
迫
田
四
六
二
番
三
か

ら中
津
市
大
字
植
野
字
竹
ノ
内
一
七
三
番
四

ま
で

前

メ
ー
ト
ル

三
四
・
一　
　

　

～
一
二
・
五

メ
ー
ト
ル

二
七
二
・
〇

後

三
六
・
五　
　

～
一
二
・
五

二
七
二
・
〇



令
和
二
年
四
月
二
十
八
日

大
分
県
報

六

県
道
鍋
島
植

野
線

中
津
市
大
字
植
野
字
鬼
林
一
四
二
九
番
四

か
ら

中
津
市
大
字
植
野
字
三
川
二
二
五
番
四
ま

で

前

二
二
・
二　
　

～　

五
・
一

九
六
九
・
五

後

三
二
・
五　
　

～　

七
・
九

九
六
九
・
五

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
二
百
八
十
四
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
二
年
四
月
二
十
八
日
か
ら
二
週
間
大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
保
全
課
に
備
え
置

い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
二
年
四
月
二
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

道
路
の
種
類
及
び
路
線
名

供　

用　

開　

始　

区　

間

供
用
開
始
年
月
日

県
道
平
原
耶
馬
溪
線

中
津
市
耶
馬
溪
町
大
字
金
吉
字
小
金
吉
六
七
四
番
一

一
か
ら

中
津
市
耶
馬
溪
町
大
字
金
吉
字
前
田
三
番
八
ま
で

令
二
・　

四
・
二
八

（
告
示
）


